
選定保存技術及び保持者の概要 

１ 選定保存技術の概要 

（１）名  称 手縫藁床製作 

（２）概  要 

手縫藁床製作とは、畳の芯となる藁床を、以下①～③の工程で製作する技術。 
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藁床製作の動力製造への移行や畳そのものの需要減少に伴い、藁床を手縫いで

製作できる職人は数人を残すのみとなり、技術の保存の措置を講ずる必要がある。 

２ 保持者の概要 

（１）氏  名 荒川 有三 

（２）生年月日 昭和２５年１２月１１日（７２歳） 

（３）住  所 山陽小野田市 

（４）概  要 

荒川有三氏は、昭和４４年の高校卒業と同時に荒川製畳所（山陽小野田市）に

入社し、父の指導の下、手縫藁床の製作に従事し技術を習得した。 

国宝・重要文化財建造物の修理に関与し、手縫藁床の修理、製作を行っている

ほか、手縫藁床製作や畳製作についての研修会を開催し、後進の育成にも取り組

んでいる。 

※選定保存技術とは 

・文化財保護法第１４７条の規定に基づき、文部科学大臣が文化財の保存のために

欠くことのできない伝統的な技術又は技能である「文化財の保存技術」のうち、

保存の措置を講ずる必要があるものを「選定保存技術」として選定し、その保持

者や保存団体を認定する制度。 

・今回の選定及び認定により、全国での選定保存技術件数は８６件、保持者６２名、

保持団体３８団体となる。 

                      

荒川有三氏 藁床製作の様子 


